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Ⅰ．法人の概況 

１．設立年月日  平成３１年３月１日 
 

２．定款に定める目的 
この法人は、日本の経済・社会構造や財政基盤が変わりつつある中で、市民等が展開する社会

に貢献する活動、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与する活動の重要性に鑑み、それらの
活動を行う団体等を支援・助成又は評価・顕彰し、それらの活動をより健全により広範に発展、
持続させ、神奈川県における公益を増進させることを目的とする 

 

３．定款に定める事業内容 
(1) 子ども・青少年の健全な育成、教育・スポーツ等を通じた心身の健全な発展、公衆衛生の

向上、環境保全・整備、地域社会の健全な発展に関する活動を行う団体等の持続性やその
活動を支援・助成または評価・顕彰する事業 

(2) その他公益目的を達成するために必要な事業 
※(1)の内、評価・顕彰事業は当期においては未実施 
 

４．所管官庁に関する事項 
神奈川県 総務局組織人材部文書課 公益・宗教法人グループ 

 

５．主たる事務所の状況 
横浜市西区みなとみらい三丁目３番１号 三菱重工横浜ビル２３階 
株式会社アイネット内 

 

６．役員等に関する事項 
(1)理事・監事 

役   職 氏 名 区 分 現 職 
代表理事 池田 典義 非常勤 ㈱アイネット 創業者最高顧問 
理   事 岡田 康司 非常勤 一般社団法人地域経済総合研究所 

理事長 
東京成徳大学 名誉教授 

理   事 熊田 恒雄 非常勤 エヌヴイ・コミュニケーションズ㈱ 

相談役 
理   事 坂井 雅幸 非常勤 公益社団法人横浜貿易協会 常務理事 
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役   職 氏 名 区 分 現 職 
理   事 小林 孝雄 非常勤 関内イノベーションイニシアティブ㈱

監査役 
監   事 小林 洋史 非常勤 元㈱ラネクシー 監査役 
監   事 桐澤 寛興 非常勤 響き税理士法人 代表社員・税理士 

（令和３年３月３１日現在） 
(2)評議員 

役   職 氏 名 区 分 現 職 
評議員  神谷 光信 非常勤 神谷コーポレーション㈱ 

代表取締役会長 
評議員  中條 祐介 非常勤 公立大学法人横浜市立大学 

理事・副学長 
評議員  水田 秀子 非常勤 公益財団法人横浜ＹＭＣＡ 理事 
評議員  大貫 学 非常勤 前・東京成徳大学経営学部 教授 
評議員  鈴木 紀子 非常勤 日本女子大学 

現代女性キャリア研究所 客員研究員 
評議員  内田 直克 非常勤 ㈱アイネット 取締役兼常務執行役員 

（令和３年３月３１日現在） 
 
７．職員に関する事項 

令和２年４月１日より出向職員１名を受け入れた。（週５日勤務。他業務との兼任） 
 
８．許認可に関する事項 

該当事項はありません。 
 

Ⅱ 事業の概況 
１． 事業の実施状況 

当法人として２回目となる『2020年度助成プログラム』（令和 2年 4月20日募集開
始、同年 6月末日募集締切）においては、44団体から総額 11,877,879円の応募をいた
だき、令和２年8月 31日開催の選考委員会で候補先を選定し、同年 9月 11日開催の
臨時理事会に諮った結果、14団体を採択し、同年９月末日に助成金（総額 3,883,264
円）を交付した。その後、12月末迄に中間報告書を提出いただき、並行して助成先団
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体を個別訪問、活動現場の見学と代表者へのヒアリングを実施した。団体の中には新型
コロナウイルスの影響でイベント等の開催に制約が出て申請時から資金使途やスケジュ
ールが変わった団体もあり、変更申請書を提出していただいて、変更内容を確認した。 
３回目に当たる『2021年度助成プログラム』は令和 3年 6月末の交付（助成枠 600

万円）を目指し、令和2年 10月に募集要項等を固め、選考委員会の検討を経て臨時理
事会に諮り承認された。令和２年 12月 1日より募集を開始し、令和 3年 2月10日
（当初の 1月末を10日間延長）に締め切った。応募総数 67件、応募総額 18,261,105
円で、期末日現在、事務局ならびに選考委員の書類選考中である。 

 
２． 重要な契約に関する事項 

該当事項はありません。 
 

３． 会議に関する事項 
(1)評議員会 

開催日 決議事項等 結果 
2.6.11
定時 

決１：令和元年度事業報告・決算承認の
件 

評議員全員の電磁的記録
による同意で原案通り可
決承認（決議の省略） 決２：理事及び監事の任期満了に伴う

改選に関する件 

決３：定款改定の件（役員及び評議員の
報酬等） 

決４：役員等の報酬並びに費用に関する
規程改定の件 

決５：株式会社アイネットより有価証券
を譲受ける件 

2.9.20
臨時 

決１：監事辞任並びに新監事承認の件 評議員全員の電磁的記録
による同意で原案通り可
決承認（決議の省略） 

決２：定款改定の件 

決３：令和元年度事業報告・決算 再承
認の件 
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(2)理事会 

開催日 決議事項等 結果 
2.5.29
通常 

決１：定時評議員会をみなし決議とす
る件 

理事全員の電磁的記録に
よる同意ならびに監事全
員の電磁的記録による異
議ない旨の意思表示によ
り原案通り可決承認 
（決議の省略） 

決２：令和元年度事業報告・決算承認の
件 
決３：理事及び監事の任期満了に伴う改選
の件 

決４：定款改定の件（役員及び評議員の
報酬等） 

決５：役員等の報酬並びに費用に関す
る規程改定の件 

決６：株式会社アイネットより有価証
券を譲受ける件 

2.6.12
臨時 

決１：代表理事選定の件 理事全員の電磁的記録に
よる同意ならびに監事全
員の電磁的記録による異
議ない旨の意思表示によ
り原案通り可決承認 
（決議の省略） 

2.6.12 
臨時 

決１：株式会社アイネット株式に係る議決
権行使に関する件 

理事全員の電磁的記録に
よる同意ならびに監事全
員の電磁的記録による異
議ない旨の意思表示によ
り原案通り可決承認 
（決議の省略） 

2.8.4 
臨時 

決１：令和２年７月豪雨災害義援金 30
万円を寄附する件 

理事全員の電磁的記録に
よる同意ならびに監事全
員の電磁的記録による異
議ない旨の意思表示によ
り原案通り可決承認 
（決議の省略） 
 

決２：令和２年度助成プログラム 助
成金増額承認の件 

決３：委員等の報酬並びに費用に関す
る規程 制定の件 
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開催日 決議事項等 結果 
2.9.11 
臨時 

決１：臨時評議員会をみなし決議とす
る件 

出席理事５名 
出席監事2名 
出席理事５名全員賛成、 
出席監事2名異議なく、 
原案通り可決承認 

決２：令和２年度助成プログラム 助
成先決定に関する件 

決３：監事辞任並びに臨時評議員会に
提出する監事候補者名簿承認の件 

決４：定款改定の件 

決５：令和元年度事業報告・決算 再
承認の件 

決６：印章管理規程 制定の件 

報１：代表理事の職務執行状況報告 

2.10.22 
臨時 

決１：2021年度助成プログラム募集要項等
承認の件 

理事全員の電磁的記録に
よる同意ならびに監事全
員の電磁的記録による異
議ない旨の意思表示によ
り原案通り可決承認 
（決議の省略） 

 
 

3.3.5 
臨時 

決１：第３期事業計画及び収支予算承認の
件 

出席理事５名 
出席監事1名 
出席理事５名全員賛成、 
出席監事1名異議なく、 
原案通り可決承認 
 

報１：代表理事の職務執行状況報告 
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(3)選考委員会 
開催日 決議事項等 結果 
2.8.31
第１回 
 

決１：令和２年度助成プログラム 助成
先候補選考の件 
 

諮問結果を理事長に報告 
最終決定は理事会承認に
よる 

検１：令和３年度助成プログラム 募集
要項等検討の件 

2.10.14
第２回 
 

決１：2021 年度助成プログラム募集要
項案の承認の件 
 

諮問結果を理事長に報告 
最終決定は理事会承認に
よる 
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４．収支及び正味財産増減の状況並びに財産の状態の推移 

（単位：円） 
事 業 年 度 令和２年３月期 令和３年 3月期 
前期繰越収支差額 4,390,008 173,524,094 
当 期 収 入 合 計 169,500,011 223,312,838 
当 期 支 出 合 計 365,925 7,738,286 
当 期 収 支 差 額 169,134,086 215,574,552 
次期繰越収支差額 173,524,094 389,098,646 
資 産 合 計 175,531,429 389,120,170 
負 債 合 計 7,335 21,524 
正 味 財 産 173,524,094 389,098,646 

主な増減要因 
当期収入合計：㈱アイネットより有価証券譲り受け 

㈱アイネット株式 125,000株 期末簿価：190,375,000円 
 

Ⅲ 法人の課題 
① 公益財団法人として事務管理体制の強化、運営基盤の確立 
② ３回目になる助成事業の円滑運営と公正な採択 

 
Ⅳ 決算期後に生じた法人の状況に関する重要な事実 

該当事項はありません。 
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           令和２年度（第２期事業年度） 
             事業報告の附属明細書 
      （自：令和２年４月１日 至：令和３年３月３１日） 
 
 第２期事業報告に追加して補足すベき重要な事項はないので、附属明細書は作成していな
い。  


